
 
 

 

 

 

 

 

 

 

東 北 本 線 八 戸 ・ 青 森 間 の 

定 期 乗 車 券 の 発 期 限 に つ い て 売 

平成 22 年 5 月 31 日 

盛 岡 支 社 

 

 平成 22 年 12 月 4 日東北新幹線新青森開業に伴い、八戸・青森間が青い森鉄道株式会社に経営が移管され、

青い森鉄道線が延伸されます。これに伴い、八戸・青森間を含む定期乗車券の今後の発売についてお知らせをい

たします。 

 

１．6 箇月定期乗車券の発売 

  平成 22 年 6 月 30 日を持ちまして発売を中止させていただきます。 

  青い森鉄道線に移管される八戸・青森間を含む定期乗車券は、平成 22 年 12 月 3 日まで有効となります。 

このため、平成 22 年 6 月 5 日以降に購入される 6 箇月定期乗車券は、青い森鉄道線となる 12 月 4 日以降は

使用できませんが、お客さまへのお知らせ期間等を考慮し、平成 22 年 6 月 30 日まで発売いたします。 

 

２．3 箇月定期乗車券の発売 

  平成 22 年 9 月 4 日を持ちまして発売を中止させていただきます。 

  なお、7 月 1 日から 9 月 3 日までに定期乗車券を購入される場合で、継続して 12 月 3 日までご利用を希望され

るお客さまには、必要な日数を加えて発売をさせていただきます。 

例）7/1 に 3 箇月定期乗車券を購入された場合の取扱い 

  7/1   （3 箇月定期乗車券の有効期間）  9/30  （加える日数） 12/3 

                                               （64 日間を加えて発売します） 

 

３．1 箇月定期乗車券の発売 

  平成 22 年 11 月 4 日を持ちまして発売を中止させていただきます。 

  なお、9 月 5 日から 11 月 3 日までに定期乗車券を購入される場合で、継続して 12 月 3 日までご利用を希望さ

れるお客さまには、必要な日数を加えて発売をさせていただきます。 

例）9/5 に 1 箇月定期乗車券を購入された場合の取扱い 

  9/5   （1 箇月定期乗車券の有効期間）  10/4  （加える日数） 12/3 

                                               （60 日間を加えて発売します） 

 

４．6 箇月定期乗車券を購入された場合で平成 22 年 12 月 4 日以降に使用できない有効日数がある場合 

  平成 22 年 12 月 4 日以降に有効日数がある場合は、その日数に応じた日割計算による払戻しを行います。なお、

具体的な払戻しの時期、取扱方等については秋ごろにお知らせを予定しています。 

 

５．お客さまへのお知らせ 

  お客さまへのお知らせについては、駅でのポスター掲示及び弊社ホームページ等によりお知らせをします。 

   

６．その他 

  （１） 払戻し等の具体的な取扱いについては、秋ごろにお知らせを予定しています。 

  （２） 平成 22 年 12 月 4 日からの青い森鉄道線内の定期乗車券及び青い森鉄道線と JR 線とに跨る定期乗車券

の発売については、今後、青い森鉄道株式会社と調整を図ってまいります。 

 

 
お問い合わせ先  

JR 盛岡支社運輸部企画課（業務 G）  
019-625-4041 

 


